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刊行にあたって

平成１９年４月１日、特殊教育から特別支援教育へ制度が改められ、特別支援学校は、

それまでの盲学校・聾学校・養護学校における特別支援教育の取組をさらに推進すること、

地域における特別支援教育のセンター的機能を発揮すること、特別支援学校教員の専門性

の向上を図ることが示されました。

このような取組が進められる中、平成２６年１月に我が国は「障害者の権利に関する条

約」を批准し、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであるインクルーシブ教育

システムの構築が求められています。また、平成２９年４月には特別支援学校幼稚部教育

要領及び小･中学部の学習指導要領、平成３１年２月には特別支援学校高等部学習指導要領

が告示され、社会に開かれた教育課程を重視し、知識と理解の質を高め資質･能力を育む主

体的･対話的で深い学びや、各学校におけるカリキュラム･マネジメントの確立など、初等

中等教育全体の改善･充実の方向性が示されました。

本県においては、平成２３年１０月に策定された「長崎県特別支援教育推進基本計画」

及びそれに基づいて作成された第１・２・３次実施計画により、個に応じた指導・支援の

充実、重度・重複障害のある子どもの教育の充実、地域における特別支援教育のセンター

的機能の充実など、着実な推進がなされ、各特別支援学校の専門性の向上が図られてきま

した。

一方、全国的な傾向同様、本県も教師の世代交代が進み、学校内における教師の世代間

のバランスが変化し、これまで培ってきた様々な経験や知見をどのように継承していくか

が課題となっています。また、子どもたちを取り巻く環境の変化、自然災害への対応など、

学校が抱える課題も複雑化・困難化しており、それらに対応するため、チーム学校として

の取組の重要性が求められています。

このような中、長崎県特別支援教育推進基本計画第４次実施計画において、「学習指導要

領についての研修会を実施し、その理解と深化に努めるとともに、『特別支援学校の教育

の手引き』を作成し、活用するなど、特別支援学校における教育の充実を図る」ことが示

されました。

長崎県教育センターにおきましては、これを受け、本県における各学校が培ってきた専

門性の維持・向上を図るとともに、学習指導要領の趣旨に基づく教育の充実に資すること

を目的として、この度「特別支援学校の教育の手引き」を刊行しました。第１集から第６

集の分冊とし、特別支援教育の基本的な理解、障害のある子供の理解、教育課程、特別支

援学校の教育活動等について学ぶことができるように構成しました。「学び続ける教師の

ために【特別支援学校版】」と併せて、経年研修、校内研修等で積極的に活用され、チー

ム学校として専門性の向上に努めていただくことを切に願います。

本手引きの作成にあたり、教育活動についての事例、各教科の指導について指導案等の

貴重な資料を提供していただきました各学校にこの場を借りて深く感謝申し上げます。

平成３１年３月

長崎県教育センター 教育支援研修課長

宮﨑 耕二



構成について

「特別支援学校の教育の手引き」の構成は、以下のとおりです。各章には、ページリンクを貼ってお

ります。また、掲載している資料のWebサイトのリンクを貼っておりますので、ご活用ください。
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Ⅰ 長崎県の教育が目指す人間像 
 

 「第三期長崎県教育振興基本計画」では、長崎県の教育が目指す人間像について、以下の四つが示さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県の教育について 
 

 第１章 

－１－ 

１ 創造性に富み、自立した人間 

 

絶え間のない技術革新、グローバル化や情報

化の進展など、変化の激しい、予測困難な時代

を生き抜いていくためには、直面する状況に主

体的に向き合い、自ら課題を解決しようとする

自立した生き方が求められます。 

そのために、自ら学び、自らの人生を切り拓

いていく高い志と意欲を持ち、柔軟な発想力や

豊かな創造性などを身に付けた人間の育成を目

指します。 

２ いのちを重んじ、心豊かでたくましい人間 

 

命の大切さについての認識は、人間尊重の精神

の基盤です。 

生命尊重の精神に根ざし、思いやりの心、自然

や崇高なものに対する畏敬の念、社会規範や道徳

性など、豊かな人間性を身に付け、それらを拠り

どころとしてたくましく生きる心身の調和の取

れた人間の育成を目指します。 

 

 

 

３ 郷土及び国家を担う責任を自覚し、 

その形成と発展に主体的に参画する人間 

 

よりよい社会と幸福な人生を自ら築いていく

ためには、一人一人が自己を取り巻く家庭、地域、

ひいては国家の一員であることを自覚し、社会の

形成に主体的に参画することが大切です。 

そのために、社会や国家の諸課題を自らの問題

として認識し、様々な取組に積極的に参画し、解

決を図ろうとする人間の育成を目指します。 

 

４ 我が国と郷土の伝統・文化や自然を誇りに 

思い、未来を創造し国際社会に貢献する人間 

 

グローバル化が急速に進展する社会を生き抜

くためには、日本人であることの自覚を深めると

ともに、異文化や多様な価値観を理解し、様々な

言語や歴史的背景を持った人々と共生すること

が重要です。 

そのために、我が国と郷土の歴史や伝統文化な

どに対する理解を深め、それらを大切にしようと

する心情や態度を養うとともに、多様な文化的背

景を持つ人々と協働しつつ、国際社会の平和と発

展に貢献する人間の育成を目指します。 

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/02/1550826593.pdf


Ⅱ 長崎県教育方針 
 

長崎県教育方針については、以下のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 長崎県の特別支援教育推進における基本方針 
 

「第二期長崎県特別支援教育推進基本計画」では、次の基本方針に基づき、特別支援教育を推進して

いくことが示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長崎県の教育は、国際交流の歴史が息づく郷土の伝統と文化を継承し、豊かな自然を守ると

ともに、命の尊さや個人の尊厳を重んじ、公共の精神を身に付け、我が国や世界の平和と発展

に貢献していこうとする調和のとれた人間の育成をめざす。 

学校・家庭及び地域住民は、「教育県長崎」の確立のため、自らの役割と責任を認識し、互い

に手を携え、県民挙げて子どもたちを健やかに育むとともに、生涯にわたって学び続けること

のできる社会の実現を図る。 

とくに、教育に携わる者は、子どもたちに深い愛情を注ぎながら、その使命を自覚し、識見

と指導力を高め、本県教育の充実と発展に努めなければならない。 

 

〇 障害のある子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生きていくために、「生きる力」の

育成を目指し、自立や社会参加に向け、一人一人の障害の状態やニーズに応じた教育の充実

を図ります。 

 

〇 障害のある子どもたちが地域社会の一員として、できる限り身近な地域で専門的な教育を

受けられるようにするとともに、学校教育と関係機関等が連携・協働し、乳幼児期から学校

卒業後までの一貫した指導や支援の充実を図ります。 

 

〇 障害のあるなしやその他の個々の違いを認め合い、様々な人々が生き生きと活躍できる共

生社会の実現に向けて、全ての学校において「インクルーシブ教育システム」構築に向けた

特別支援教育を推進するとともに、県民への理解・啓発に取り組みます。 

 

－２－ 

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2021/09/1631171696.pdf


 
 

Ⅰ 特別支援教育とは 
 

 

 

 

 

 

➢ 平成１９年４月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置付けられ、全ての学校において、障害

のある幼児児童生徒の指導・支援をさらに充実していくこととなりました。 

 

➢ 小学校、中学校、義務教育学校をはじめ、高等学校や幼稚園等（以下、「小・中学校等」）におい

ても、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な対応を行っていくために、

特別支援教育を推進していく必要があります。 

 

Ⅱ 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築 
 

 

 

１ 共生社会の形成に向けて 

（１） 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築 

 

 

 

➢ 誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型

の社会です。 

 

➢ このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教

育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズ

に最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要です。 

 

➢ 小・中学校等における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連

続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要です。 

「特別支援教育」は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活

や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。 

「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、

積極的に参加・貢献していくことができる社会です。 

「インクルーシブ教育システム」（署名時仮訳：包容する教育制度）とは、人間の多様性の尊重

等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果

的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みで

す。 

◆ 障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこと 

◆ 自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること 

◆ 個人に必要な「合理的配慮」が提供されること 

（障害者の権利に関する条約第２４条） 

特別支援教育について  第２章 

【詳細】「特別支援教育の推進について（通知）」19 文科学初第 125 号 

【詳細】「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」文部科学省 

【詳細】「インクルＤＢ（インクルーシブ教育システム構築支援データベース）」国立特別支援教育総合研究所 

－３－ 

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101/001.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321669.htm
http://inclusive.nise.go.jp/


（２） インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進 

特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠な

ものです。そのため、以下の考え方に基づき、特別支援教育を推進していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 基本的な方向性としては、障害のある子供と障害のない子供が、できるだけ同じ場で共に学ぶこ

とを目指します。 

 

➢ ただし、それぞれの子供が授業内容を理解し、学習活動に参加している実感・達成感を持ちなが

ら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視

点であり、そのための環境整備が必要となります。 

 

２ 合理的配慮及びその基礎となる環境整備 

（１） 合理的配慮について 

 

➢ 「障害者の権利に関する条約」において、「合理的配慮」の不提供は、障害を理由とする差別に含

まれるということに留意する必要があります。 

 

 

（２） 基礎的環境整備について 

 

 

 

 

➢ 設置者及び学校は基礎的環境整備を基に、障害のある子供に対し、その状況に応じて、「合理的配

慮」を提供することになります。 

 

 

◆ 障害のある子供が、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができ

るよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、

十分な教育が受けられるよう、障害のある子供の教育の充実を図ること 

 

◆ 障害のある子供が、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることが

できるよう、地域の同世代の子供や人々との交流等を通して、地域での生活基盤を形成す

るために、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮すること 

 

◆ 特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある

人や子供と共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作

っていくこと 

◆  

 

 「合理的配慮」とは、 

◆ 障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保する

ために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと 

 

◆ 障害のある子供に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの 

 

◆ 学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課

さないもの 

「基礎的環境整備」とは、障害のある子供に対する支援について、法令に基づき又は財政措置によ

り、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞ

れ行うことです。 

 

 

－４－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合理的配慮を行う前提として、学校教育には以下のことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 合理的配慮の決定方法及び見直しについて 

合理的配慮は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、設置者及 

び学校と本人・保護者により、発達の段階を考慮しつつ、合理的配慮の観点を踏まえ、可能な限り合意

形成を図った上で決定し、提供されることが望まれます。 

 

＜合理的配慮の提供までの基本的な流れ＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国、都道府県、市町村による環境整備 

（観点） 

・ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用      

・専門性のある指導体制の確保 

・個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導 

・教材の確保 

・施設・設備の整備 

・専門性のある教員、支援員等の人的配置 

・個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導 

・交流及び共同学習の推進 
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◆ 障害のある子供と障害のない子供が共に学び共に育つ理念を共有する教育 

◆ 一人一人の状態を把握し、一人一人の能力の最大限の伸長を図る教育（確かな学力の育成

を含む） 

◆ 健康状態の維持・改善を図り、生涯にわたる健康の基盤をつくる教育 

◆ コミュニケーション及び人との関わりを広げる教育 

◆ 自己理解を深め自立し社会参加することを目指した教育 

◆ 自己肯定感を高めていく教育 
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➢ 合理的配慮の内容は個別の教育支援計画に明記し、個別の指導計画にも活用します。 

 

➢ 合理的配慮の決定後も、幼児児童生徒一人一人の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟

に見直しができることを保護者と共通理解することが重要です。 

 

➢ 定期的に教育相談や個別の教育支援計画に基づく関係者による会議等を行う中で、必要に応じて

合理的配慮を見直します。 

 

（４） 学校における合理的配慮の観点 

観点１ 教育内容・方法 

１－１ 

教育内容 

１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮 

障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため、また、個性や障害

の特性に応じて、その持てる力を高めるため、必要な知識、技能、態度、習慣を身に付け

られるよう支援する。 

２ 学習内容の変更・調整 

認知の特性、身体の動き等に応じて、具体の学習活動の内容や量、評価の方法等を工夫

する。障害の状態、発達の段階、年齢等を考慮しつつ、卒業後の生活や進路を見据えた学

習内容を考慮するとともに、学習過程において人間関係を広げることや自己選択・自己判

断の機会を増やすこと等に留意する。 

１－２ 

教育方法 

１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮 

障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するととも

に、教材（ICT及び補助用具を含む）の活用について配慮する。 

２ 学習機会や体験の確保 

治療のため学習空白が生じることや障害の状態により経験が不足することに対し、学習

機会や体験を確保する方法を工夫する。また、感覚と体験を総合的に活用できる学習活動

を通じて概念形成を促進する。さらに、入学試験やその他の試験において配慮する。 

３ 心理面・健康面の配慮 

適切な人間関係を構築するため、集団におけるコミュニケーションについて配慮すると

ともに、他の幼児児童生徒が障害について理解を深めることができるようにする。学習に

見通しが持てるようにしたり、周囲の状況を判断できるようにしたりして心理的不安を取

り除く。また、健康状態により、学習内容・方法を柔軟に調整し、障害に起因した不安感

や孤独感を解消し自己肯定感を高める。 

 学習の予定や進め方を分かりやすい方法で知らせておくことや、それを確認できるよう

にすることで、心理的不安を取り除くとともに、周囲の状況を判断できるようにする。 

観点２ 支援体制 

２－１ 専門性のある指導体制の整備 

校長がリーダーシップを発揮し、学校全体として専門性のある指導体制を確保すること

に努める。そのため、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成するなどにより、学校

内外の関係者の共通理解を図るとともに、役割分担を行う。また、学習の場面等を考慮し

た校内の役割分担を行う。 

 必要に応じ、適切な人的配置（支援員等）を行うほか、学校内外の教育資源（通級によ

る指導や特別支援学級、特別支援学校のセンター的機能、専門家チーム等による助言等）

の活用や医療、保健、福祉、労働等関係機関との連携を行う。 
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２－２ 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮 

障害のある幼児児童生徒に関して、障害によって日常生活や学習場面において様々な困

難が生じることについて周囲の幼児児童生徒の理解啓発を図る。共生の理念を涵養するた

め、障害のある幼児児童生徒の集団参加の方法について、障害のない幼児児童生徒が考え

実践する機会や、障害のある幼児児童生徒自身が障害について周囲の人に理解を広げる方

法等を考え実践する機会を設定する。また、保護者、地域に対しても理解啓発を図るため

の活動を行う。 

２－３ 災害時等の支援体制の整備 

災害時等の対応について、障害のある幼児児童生徒の状態を考慮し、危機の予測、避難方法、

災害時の人的体制等、災害時体制マニュアルを整備する。また、災害時等における対応が十分

にできるよう、避難訓練等の取組に当たっては、一人一人の障害の状態等を考慮する。 

観点３ 施設・設備 

３－１ 校内環境のバリアフリー化 

障害のある幼児児童生徒が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、障害の状

態等に応じた環境にするために、スロープや手すり、便所、出入口、エレベーター等につ

いて施設の整備を計画する際に配慮する。また、既存の学校施設のバリアフリー化につい

ても、障害のある幼児児童生徒の在籍状況等を踏まえ、学校施設に関する合理的な整備計

画を策定し、計画的にバリアフリー化を推進できるよう配慮する。 

３－２ 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮 

幼児児童生徒一人一人が障害の状態等に応じ、十分に学習に取り組めるよう、必要に応

じて様々な教育機器等の導入や施設の整備を行う。また、一人一人の障害の状態、障害の

特性、認知特性、体の動き、感覚等に応じて、その持てる能力を最大限活用して自主的、

自発的に学習や生活ができるよう、各教室等の施設・設備について、分かりやすさ等に配

慮を行うとともに、日照、室温、音の影響等に配慮する。さらに、心のケアを必要とする

幼児児童生徒への配慮を行う。 

３－３ 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮 

災害時等への対応のため、障害の状態等に応じた施設・設備を整備する。 

 

 

Ⅲ 多様な「学びの場」について 
 

 

１ 多様な学びの場の整備 

 

 

 

 

➢ インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教

育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズ

に最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組を整備することが重要です。 

 

➢ そのため、小・中学校等における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校と   

いった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要です。 

 

「多様な学びの場」とは、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった学

びの場のことを示しています。 

【詳細】「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」文部科学省 
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２ それぞれの「学びの場」について 

（１） 特別支援学校 

① 特別支援学校について 

 

 

 

 

 

 

 

② 特別支援学校の対象となる障害の程度 

学校教育法では、特別支援学校の対象となる障害の程度は、政令で定めるとしています。これを受け

て、学校教育法施行令第２２条の３では、それぞれの程度について以下のように規定しています。 

 

 ※ 就学基準は、特別支援学校就学のための必要条件であるとともに、総合的判断の際の判断基準の 

  一つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 障 害 の 程 度 

視覚障害者 両眼の視力がおおむね 0.3 未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のも

ののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不

可能又は著しく困難な程度のもの 

聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね 60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用

によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 

知的障害者 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻

繁に援助を必要とする程度のもの 

二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生

活への適応が著しく困難なもの 

肢体不自由者 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活におけ 

る基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学

的観察指導を必要とする程度のもの 

病弱者 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態

が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 
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「特別支援学校」は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱

者を含む。）に対して、原則として幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校に準ずる

教育を行うとともに、障害による学習上や生活上の様々な困難を改善・克服し自立を図るために必

要な知識、技能、態度等を育成するための教育を行うことを目的としています。 

 



（２） 特別支援学級 

① 特別支援学級について 

 

 

 

 

 

 

➢ 公立の小・中学校、義務教育学校における特別支援学級の学級編制基準については、８人を上限

として一つの学級が編制されることになっており、学年にはよらず複数学年の児童生徒が８人ま

で１学級に編制されることになっています（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律第３条、同法施行令第１条）。 

 

➢ 特別支援学級の担任は、通常の学級に在籍する発達障害がある児童生徒への指導及び支援も含め、

これまで以上に、特別支援教育に関する専門家として重要な役割を担うことが期待されています。 

 

② 特別支援学級の対象となる障害の種類及び程度 

特別支援学級の対象については、「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について

（通知）」（平成２５年１０月４日付け２５文科初第７５６号）に、以下のように示されています。 

 

障害の種類 障 害 の 程 度 

ア  知的障害者 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活

を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの 

イ  肢体不自由者 補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度

の困難がある程度のもの 

ウ 病弱者及び 

身体虚弱者  

一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は

生活の管理を必要とする程度のもの    

二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの 

エ 弱視者 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難

な程度のもの 

オ 難聴者 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のも

の 

カ  言語障害者 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音

等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎

的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者（これらの障害が主

として他の障害に起因するものではない者に限る。）で、その程度が著し

いもの 

キ 自閉症・     

情緒障害者 

一 自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形

成が困難である程度のもの 

二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活

への適応が困難である程度のもの 

 

 

 

 

 

 

「特別支援学級」は、障害のある児童生徒の教育のため、小・中学校、義務教育学校に設置され

た学級です。在籍する児童生徒一人一人の実態に応じて、特別の教育課程を編成することが、法令

上、認められていますが、特別支援学級は小・中学校、義務教育学校に設置された学級であるため、

学校教育法に定める小学校及び中学校の目的・目標を達成する必要があります。 
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（３） 通級による指導 

① 通級による指導について 

 

 

 

 

 

➢ 「障害に応じた特別の指導」とは、障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とす

る指導のこと、すなわち「自立活動」を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

② 通級による指導の対象となる障害の種類及び程度 

通級による指導の対象については、学校教育法施行規則第１４０条の各号に明記されており、「障害

のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）」（平成２５年１０月４日付け２５

文科初第７５６号）に、以下のように示されています。 

 

障害の種類 障 害 の 程 度 

ア 言語障害者 口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音

等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎

的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者（これらの障害が主

として他の障害に起因するものではない者に限る。）で、通常の学級での

学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

イ 自閉症者 自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加で

き、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

ウ 情緒障害者 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級

での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

エ 弱視者 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難

な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導

を必要とするもの 

オ 難聴者 補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者

で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とす

るもの 

カ 学習障害者 全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する

又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すも

ので、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

キ 注意欠陥多動

性障害者 

年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多動性が認められ、

社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので、一部特別な指導を必要

とする程度のもの 

ク 肢体不自由者、

病弱者及び身体

虚弱者 

肢体不自由、病弱又は身体虚弱の程度が、通常の学級での学習におおむ

ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

 

「通級による指導」とは、小・中学校、義務教育学校、高等学校に在籍している障害のある児童生徒

に対して、各教科等の大部分の授業を通常の学級で行いながら、一部の授業について、当該児童生徒

の障害に応じた特別の指導を特別の指導の場（通級指導教室）で行う教育形態です。 

「通級による指導」を行うに当たって大切な視点 

◆ 個に応じた指導の徹底を図る 

◆ 障害のある児童生徒に対する教育の専門的機能を果たす 

◆ 望ましい指導体制の整備を図る 等 
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３ 長崎県における特別支援教育の場（令和３年度現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
「令和４年度 通級による指導及び特別支援学級の教育課程編成の手引（小学校・中学校用）」 

（長崎県教育委員会） 

 

○長崎県の学びの場 

幼稚園等 ○通常の学級 

○通級による指導 

・言語障害 ・情緒障害 ・難聴 
・ＬＤ／ＡＤＨＤ 

小・中学校、 
義務教育学校 

○特別支援学級 

・知的障害 ・肢体不自由  

・病弱／身体虚弱 ・弱視 ・難聴 

・言語障害 ・自閉症・情緒障害 
 

○通常の学級 

高等学校 

○通級による指導 

・ＬＤ／ＡＤＨＤ 

○特定の障害に対応した学校 

・視覚障害 ・聴覚障害  
・知的障害 ・肢体不自由 
・病弱 

 

○複数の障害に対応した学校 

・知的障害と肢体不自由  
・肢体不自由と病弱 

通学教育 

訪問教育 

特別支援学校 

○学びの場の連続性 
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